
　　　・使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標　100％以上であることが必要

　　　→数値が100％を下回っている場合、汚水処理に係る費用が使用料以外の収入により賄われている

回収率区分 市町順位 市順位 団体名 回収率（％） 使用料／20㎥

1 1 吉川市 140.56 1,700円

2 吉見町 130.53 1,950円

3 2 ふじみ野市 119.61 1,242円

4 3 富士見市 112.24 1,500円

5 4 日高市 112.10 2,510円

6 5 戸田市 111.83 930円

7 6 志木市 105.92 2,050円

8 7 越谷市 105.67 2,340円

9 8 さいたま市 105.59 2,235円

10 9 飯能市 105.43 2,460円

11 10 東松山市 105.17 1,850円

12 11 新座市 101.74 1,490円

13 12 所沢市 100.53 1,490円

14 滑川町 100.33 2,300円

15 寄居町 100.00 2,100円

16 13 深谷市 99.93 3,200円

17 14 狭山市 98.55 1,570円

18 嵐山町 98.20 2,300円

19 15 和光市 97.43 1,147円

16 坂戸市（坂戸・鶴ヶ島下水道組合） 96.07 2,130円

17 鶴ヶ島市（坂戸・鶴ヶ島下水道組合） 96.07 2,130円

22 伊奈町 95.05 2,180円

23 18 本庄市 94.83 2,270円

24 19 入間市 94.14 1,650円

25 20 川越市 92.59 1,450円

26 21 朝霞市 92.21 1,050円

27 小川町 92.12 2,190円

28 22 蕨市 90.19 1,190円

29 三芳町 89.50 1,400円

30 上里町 88.84 1,970円

31 23 春日部市 88.13 2,160円

32 川島町 87.86 1,400円

33 24 上尾市 87.27 1,960円

34 杉戸町 86.70 1,700円

35 25 川口市 86.69 1,816円

36 26 草加市 84.08 1,770円

皆野町（皆野・長瀞下水道組合） 82.23 2,100円

長瀞町（皆野・長瀞下水道組合） 82.23 2,100円

39 27 秩父市 81.88 1,955円

40 28 熊谷市 79.51 1,856円

41 29 三郷市 78.24 2,012円

42 30 白岡市 76.32 1,881円

43 31 鴻巣市 76.11 2,100円

44 32 北本市 75.63 1,800円

45 33 蓮田市 74.93 1,800円

46 34 八潮市 73.57 1,800円

47 35 行田市 72.99 1,850円

48 36 久喜市 72.26 1,700円

毛呂山町（毛呂山・越生・鳩山下水道組合） 72.18 1,750円

越生町（毛呂山・越生・鳩山下水道組合） 72.18 1,750円

鳩山町（毛呂山・越生・鳩山下水道組合） 72.18 1,750円

52 神川町 70.19 2,200円

53 37 加須市 70.09 1,774円

54 松伏町 69.95 1,850円

55 38 桶川市 68.02 1,800円

56 39 羽生市 66.65 1,750円

57 宮代町 60.39 1,711円

58 40 幸手市 53.97 1,450円

59 横瀬町 46.85 3,000円

60 美里町 17.24 2,000円

公共　県平均（加重平均） 93.80 1,875円

　　　※桶川市経費回収率（68.02％）＝（下水道使用料102.03円／㎥÷汚水処理費150円／㎥）×100
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